
  

各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
1  概要

我が国の年金制度は，一般被用者を対象とする厚生年金保険と一般地域住民を対象とする国民年金を二
大支柱とし，これに特定の職域を対象とする船員保険及び5つの共済組合(国家公務員共済組合，地方公
務員等共済組合，公共企業体職員等共済組合，私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合)
が加わり，国民皆年金体制が作られている。各制度の適用者数及び受給者数についてば，第3-1-1表にみ
るとおりである。

第3-1-1表 各種公的年金制度の適用人員及ぴ受給椎者数

我が国の年金制度は，36年の国民皆年金の実現以降，厚生年金保険，国民年金ともに4回の大きな制度改
善が行われてきた。特に51年度には，48年度に続いて財政再計算による年金額の引上げ，在職老齢年金
の支給制限の緩和，障害年金，遺族年金の通算制度の創設等を中心とする大改正が行われた。54年度に
おいては，53年度消費者物価上昇率が5%を下回った(3.4%)が，厚生年金，国民年金等においては，特例
的に消費者物価上昇率に応じた年金額の改定を行い，また，福祉年金の大幅な引上げ在職老齢年金及び
在職通算老齢年金の支給制限の限度額の引上げ並びに遺族年金の寡婦加算額の引上げを行った。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
2  厚生年金保険法等の改正

(1)  厚生年金及ぴ国民年金の改正の経緯

我が国は，諸外国に例を見ない速度で高齢化社会へ移行しつつあり，老後の生活の支えとしての年金制
度に対する国民の期待と関心は，かってない高まりを示している。一方，人口構成の高齢化が進み，年
金制度が本格的に成熟する結果，年金給付費は大幅に増大し，その費用を支える後世代の負担は，急激
に増加することが予想されている。

こうした点に鑑み，51年5月厚生大臣の私的諮問機関として「年金制度基本構想懇談会」が設けられ，同
懇談会において，今後の高齢化社会における年金制度のあり方を探るとともに，現在の公的年金制度の
抱えている問題点の横断的な検討が行われ，54年4月に報告がとりまとめられた。

厚生年金及び国民年金については，51年に財政再計算を実施し，併せて年金水準の引上げ，障害年金，
遺族年金等の通算制度の創設等を主な内容とする改正が行われたところであるが，年金制度基本構想懇
談会の報告書において示された年金制度改革の指針を踏まえて，両年金制度の財政再計算を1年繰り上げ
て55年度に実施する方針を固め，社会保険審議会及び国民年金審議会において精力的に審議が行わ
れ，54年9月にはそれぞれの制度改正に関する意見がとりまとめられた。

これらの意見を受けて，具体的法案づくりが進められ，55年1月には社会保険審議会，国民年金審議会及
び社会保障制度審議会に成案を諮問し，同年2月の答申を経て，「厚生年金保険法等の一部を改正する法
律案」が閣議決定された。

この法案は，1980年代最初の改正であり，今後の制度のあり方に大きな影響を与えるものであるため，
その検討過程から多くの議論が交わされたが，とりわけ論議を呼んだのは，厚生年金の老齢年金の支給
開始年齢の問題であった。

寿命は伸び，ますます長くなる老後の生活を支えるためには，年金水準の維持を欠かすことはできな
い。しかも，これに伴う年金給付費は，着実に増大し，他方，その費用を支える後世代にとってその負
担ばますます重くならざるを得ないが，それにもおのずと限度があることから，支給開始年齢の問題
は，年金制度の将来にとって避けて通れないものと考えられる。このため，当初各審議会への諮問案に
おいては，支給開始年齢の引上げに着手し，20年かけて段階的に5歳引き上げることとし，これにより今
後における保険料率の段階的な引上げ幅を抑制することが適当であるとの判断に立った。

しかし，各審議会の答申においては，反対意見もあり，また，雇用への配慮を欠くとの指摘もあり，こ
れらの答申を踏まえ，政府部内で協議を重ねた結果，最終的には，今回改正では，支給開始年齢の引上
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げに着手することは見送り，次回の財政再計算期の課題とする旨の規定を設けることとした。

この法案は，第91回国会に提出されたが，審議中に衆議院が解散されたため不成立に終わった。

この改正案の主な内容は，次のとおりである。

(2)  厚生年金の改正内容

ア  年金額の引上げ

今回の改正では，老齢年金の標準的な年金額として48年改正で設定された「直近男子の平均標準報酬の
60%程度」という水準を維持することとし，改正後新たに老齢年金を受ける標準的な加入期間(30年)を
有する男子の老齢年金の額を妻の加給も含めて月額13万6，050円とすることとしている。

2，050円×30年(定額部分)+198，500円×10／1，000×30年(報酬比例部分)+15，000円(妻の加給)＝
136，050円(年金額)

厚生年金の年金額ば，加入期間の長さに応じて支給される定額部分と加入期間中の報酬に応じて支給さ
れる報酬比例部分からなる基本年金額に妻や子がある場合に支給される加給年金額を加えた額となって
いるが，前記の水準を達成するため，次のとおり，基本年金額及び加給年金額を大幅に引き上げること
としている。 

(ア)  定額部分

定額部分については，被保険者期間1月につき，1，650円であるのを2，050円に引き上げることとして
いる。

(イ)  報酬比例部分

報酬比例部分については，48年改正及び51年改正において，当時の賃金水準に見合ったものとするた
め，過去の標準報酬を再評価したところであるが，今回改正においても，最近の賃金水準を勘案した再
評価を行い，過去の標準報酬を期間に応じて，9.07倍～1.06倍することとしている。 

(ウ)  加給年金額

加給年金額については，夫婦世帯の給付水準の充実を図るという観点から，配偶者については月額
6，000円を15，000円に大幅に引き上げるとともに，これとのバランスから第1子及び第2子について
は，月額2，000円から5，000円に，第3子以降については，月額400円から2，000円にそれぞれ大幅な
引上げを行うこととしている。

また，今回の加給年金額の大幅な引上げに伴い，配偶者が各種の公的年金の老齢年金又は障害年金(国民
年金の10年年金等のいわゆる経過的老齢年金や福祉年金を除く。)を受給している場合には，配偶者につ
いての加給年金を支給しないこととしている。 

(エ)  最低保障額

障害年金及び遺族年金の最低保障額については，月額3万3，000円(54年スライド後3万9，833円)から4
万1，800円に引き上げることとしている。 
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イ  在職老齢年金の改善

厚生年金の老齢年金は，退職した後の老後保障を図ることを原則としているが，65歳以上の高齢者及び
60歳から64歳までの一定範囲の所得の者には，在職中であっても特例的に老齢年金を支給することと
なっている。従来65歳以上の者については，その者の標準報酬月額が14万2，000円以下の場合には全額
支給することとしていたのを今回の改正で15万円以下の場合には全額支給することとしている。ま
た，60歳から64歳までの者については，従来その者の標準報酬月額が14万2，000円以下の場合にはその
者の報酬に応じて年金額の2割から8割を支給してきたが，今回の改正ではこれを15万円に引き上げ，併
せて年金の支給割合を定める標準報酬等級の区分も改めることとしている。 

ウ  遺族年金の改正

51年改正で，遺族年金受給者の生活実態からみて，より年金保障の必要性が高いと考えられる有子寡婦
及び高齢寡婦について寡婦加算を行うこととしたのであるが，今回改正で，このような考え方を，更に
進めて，子2人以上を有する寡婦について月額7，000円から1万7，500円に，子1人を有する寡婦につい
て月額5，000円から1万円に，60歳以上の高齢寡婦については月額4，000円から1万円にそれぞれ大幅に
引き上げることとしている。

また，今回の寡婦加算額の大幅な引上げに伴い，老齢年金や障害年金(国民年金の10年年金等のいわゆる
経過的老齢年金や福祉年金を除く。)が他の制度から支給されている者については，寡婦加算を支給しな
いこととしている。 

エ  標準報酬の上下限の改定

標準報酬は，保険料徴収の基礎であると同時に，年金額の計算の基礎となる

ものであるが，最近の被保険者の賃金分布を考慮して，上限を32万円から41万円に，下限を3万円から4
万5，000円にそれぞれ引き上げることとしている。 

オ  保険料率の改定

今回の改正で大幅な給付改善が行われたが，保険料率については，世代間の負担の不公平性をできるだ
け是正しつつ，急激な負担増を避けるという考え方に立って，男子については1，000分の18を引き上げ
ることとしている。また女子についてば，年金の支給が男子より早くから行われること，平均寿命も長
いこと，更に拠出に比べて相対的に高い給付を受ける場合が多いこと等を考慮すれば，保険料について
男子と差を設ける理由が乏しくなっているので今回の改正においては，男子より1，000分の1多い
1，000分の19の引上げを行うこととし，今後，長期的段階的に保険料率の男女差の解消を図ることとし
ている。改正後の保険料率は次のとおりとする。

厚生白書（昭和55年版）



カ  老齢年金の支給開始年齢の検討

老齢年金の支給開始年齢の問題は，将来の高齢化社会を見通すと，避けて通れない事柄であり，その点
は各方面の認識も共通しているところである。したがってこの問題については，次回の財政再計算期に
おいて，諸般の事情を総合的に勘案して真剣に取り組むべき課題であると考え，その趣旨の規定を設け
ることとしたものである。 

キ  実施時期

今回の改正は，55年6月1日から実施することとしているが，寡婦加算に関する改正は55年8月1日から実
施することとしている。

(3)  船員保険の改正内容

船員保険についても，厚生年金の改正に準じて，年金額の引上げ等の改正を行うこととしている。

(4)  国民年金の改正内容

ア  年金額の引上げ

(ア)  老齢年金

老齢年金については，51年度財政再計算以後における国民生活等の動向等を勘案し，54年度の物価上昇
率(4.8%)を上回る7.1%の改善を行うこととし，保険料納付済期間25年の場合の年金額を月額3万2，500
円(54年スライド後3万9，225円)から4万2，000円とすることとしている。

被保険者期間が短縮されている者に係る経過的な老齢年金についても改善を行い，10年年金の場合の年
金額を7.3%引き上げることとし，月額2万500円(54年スライド後2万4，742円)から2万6，550円とする
こととしている。

5年年金の額については，月額2万108円から2万1，600円に引き上げることとしている。

(イ)  障害年金

障害年金の最低保障額については，1級障害について，月額4万1，250円(54年スライド後4万9，792円)
から5万2，250円に，2級障害について月額3万3，000円(54年スライド後3万9，833円)から4万1，800円
にそれぞれ引き上げることとしている。 

(ウ)  母子年金，準母子年金及び遺児年金

母子・準母子年金及び遺児年金の年金額については，月額3万3，000円(54年スライド後3万9，833円)か
ら4万1，800円に引き上げることとし，また，加算の対象となる子のうち，1人については月額2，000円
から5，000円に，その他の子については，月額400円から2，000円にそれぞれ引き上げることとしてい
る。 
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イ  母子加算及び準母子加算の創設等

母子年金または準母子年金の受給権者のうち，夫等の死亡により他制度から遺族年金を受けることがで
きない者に対し，月額1万5，000円の母子加算または準母子加算を行うこととしている。

母子年金または準母子年金の受給者が他制度から老齢年金または障害年金を受けられるときは，当該加
算の支給を停止することとしている。

また，夫等の死亡につき他制度から遺族年金を受けることができる場合における母子年金及び準母子年
金の支給停止率を3分の1から5分の2に変更することとしている。 

ウ  保険料の改定

保険料の額は，現在月額3，770円であるが，56年4月分から月額4，500円に引き上げ，その後も毎年4月
分から段階的に引き上げることとしている。 

エ  福祉年金の額の引上げ

老齢福祉年金の額については，月額2万円から2万1，500円に，障害福祉年金の額については，1級障害
について月額3万円から3万2，300円に，2級障害について月額2万円から2万1，500円に，母子福祉年金
及び準母子福祉年金の額については，月額2万6，000円から2万8，000円にそれぞれ引き上げることとし
ている。 

オ  実施時期

今回の改定は，55年7月1日から実施することとしているが，母子年金及ぴ準母子年金に関する改正，福
祉年金の額の引上げに関する改正は8月1日から，保険料の額の改定については56年4月1日からそれぞれ
実施することとしている。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
3  農業者年金基金法の改正

ア  年金額の改定

拠出制国民年金等の給付改善を勘案し，特別に年金額について54年度全国消費者物価上昇率(4.8%)に見
合う引上げを行うこととしたこと。

イ  離農給付金支給業務の改正

安定兼業農家等の農地等を専業的な農家へ集積するため，経営移譲の要件等の手直しを行い，更に10年
間実施することとしたこと。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
4  年金制度基本構想懇談会の報告について

今後の高齢化社会における年金制度のあり方を検討するため，51年5月に厚生大臣の私的諮問機関として
学識経験者による「年金制度基本構想懇談会」が発足し，52年12月にはそれまでの審議についての中間
的な意見のとりまとめが行われた。

その後，同懇談会は更に検討を進め，54年4月に「わが国年金制度の改革の方向-長期的な均衡と安定を
求めて-」と題する報告書を厚生大臣に提出した。

同懇談会はこの報告書の中で，現行年金制度は各制度間に必ずしも合理的でない格差や不均衡があるこ
と，年金制度を取り巻く社会的経済的条件等が大きく変化していること，また，今後は年金制度の成熟
化に伴い費用負担の増大が避けられないことなどから，長期的な展望に立った計画的な年金制度の改革
が必要であるとしている。

その改革に当たっては，あくまでも，現行年金制度とのつながりなどその実現可能性に留意する必要が
あるとし，次の三つの考え方を今後の我が国の年金制度のあり方の基本的な原則とすべきであるとして
いる。

第一に，社会保険方式の年金制度か税方式の年金制度かについては，社会保険方式を原則としながら公
正でかっ効率的な保障を果たすべきである。

第二に，年金制度の分立か統合かについては，分立を前提としながら制度間の不均衡の是正と財政の安
定を図るべきである。

第三に，今後は個人個人が年金権を取得するケースが増大することから，世帯類型と生活実態に見合っ
た年金保障という観点に立って，給付水準及び給付体系等について見直しを行うべきである。

また，以上の三つの基本的原則に立って，今後の改革の方向として，1)給付水準，給付体系のあり方，2)
平均余命の伸長や今後の年金制度の急速な成熟化

等に対処するための老齢年金の支給開始年齢の長期的段階的な引上げ，3)遺族年金の支給要件等の見直
し及び有子・高齢寡婦に重点を置いた給付水準の実質的な引上げ，4)財政面では，長期的な費用負担の
増加と保険料の段階的引上げ，財政調整による費用負担の共通化，各制度の年金財政計画のチェックの
ための年金数理委員会の設置等，5)各制度を通じた一元的業務処理体制の整備，6)企業年金の普及と育成
等について提言している。

更に，年金制度の改革は，その性格上長期的な計画のもとに時間をかけて段階的に行わざるを得ないこ
とから，改革にはできる限り早期に着手し，60年代までには基本的な年金制度の改革を実施しておく必
要があるとしている。このような長期的展望に立った制度改革の一環として早期の着手が必要とされる
事項あるいは当面改善を急ぐべき事項として，1)支給開始年齢の引上げは早期に着手を図り，70年代を
目途に一定期間をかけて段階的に引き上げていく必要があること，2)遺族年金についても，支給要件の
見直し等を行うとともに，その実質的な水準の引上げを図る必要があること，2)福祉年金，5年年金と
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いった経過的年金の水準については，その財源のあり方，制度の本来的な給付水準とのバランス及び長
期的な年金財政に与える影響を十分検討したうえで，適切な改善を図るべきであることなどを指摘して
いる。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
5  日米年金通算交渉について

我が国は本格的な国際化時代を迎え，諸外国との人的交流が盛んになるにつれ，外国に滞在する日本人
及び日本に滞在する外国人に対する年金の取扱いが年金政策上の課題となってきている。

このような背景を踏まえ，54年7月1日に日本と米国の両厚生大臣が会談し，今後日米両国間で年金の相
互通算に関する措置についての技術的討議を開始することが確認され，第1回の技術的討議が54年10月に
もたれた。

この年金通算の問題は，米国に居住する日本人及び日本に居住する米国人の年金保険の二重適用及び保
険料の二重払いを解消するとともに，両国における保険料の拠出期間を通算した年金給付を行うことを
目的としている。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
1  拠出制国民年金

(1)  適用状況

国民年金は，厚生年金等の被用者年金制度が被保険者の適用を職場単位で行っているのに対し，被保険
者を住所地において個々には握しなければならないため，制度の適用普及に当たっては他の被用者年金
制度にみられない困難な問題があるが，近年における老齢年金を中心とした年金受給者数の大幅な増加
や年金額水準の引上げ及び年金制度のＰＲ活動市町村の第一線職員による適用拡大努力等によって国民
の年金制度に対する関心は近年急速に高まり，適用も促進されてきた。

その状況をみると，強制加入被保険者は，55年3月末において2，003万人で前年度末とほぼ同数である
が，任意加入被保険者は21万人増加し782万人となっている。これは，主に被用者年金加入者の妻の任意
加入の増による。この結果，55年3月末における被保険者総数は，2，785万人となっている(第3-1-1
図)。

第3-1-1図 国民年金被保険者数及び保険料免除者数の推移
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(2)  保険料

国民年金の保険料収入は，54年度において1兆88億円で，54年4月から保険料が月額3，300円に引き上げ
られたこと等により，対前年度20.2%の伸びとなっている(第3-1-2表)。

第3-1-2表 国民年金保険料収納状況

国民年金は，保険料が給与から源泉徴収される被用者年金と異なり，被保険者が直接保険料を納付する
仕組みとされているために保険料の徴収状況如何が制度の財政に大きな影響を及ぼす。このような保険
料の徴収状況を示す指標として検認率が用いられる。検認率とは，被保険者が保険料を納付すべき月数
に対する実際に保険料を納付した月数の比率であって，その年度の保険料の徴収の状況をみるために使
われるものである。この検認率は，54年度末において全国平均で96.1%に達している。このような高い
検認率の維持は国民に対する年金制度のＰＲの徹底保険料未納者に対する納付案内書や納付勧奨状の発
行，戸別訪問による納入督励の実施など徴収体制の充実等の成果であるが，保険料の滞納により将来の
年金権を損なうことのないように，今後とも国民年金制度の周知啓もう，徴収体制の整備を図っていく
必要がある。 

(3)  保険料の免除
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保険料の免除には，法定免除と申請免除の二つがある。法定免除とは，法定の事由に該当するときは当
然に保険料が免除されるものであり，その該当事由は，障害年金，障害福祉年金，母子福祉年金又は準
母子福祉年金の受給権者であるとき，生活保護法による生活扶助を受けているとき等である。申請免除
とは，保険料を納付することが困難であるとする者の申請に基づき，都道府県知事の承認により保険料
が免除されるものである。

54年度において保険料を免除された被保険者数は，法定免除81万人，申請免除129万人，合計210万人で
あって，免除対象である強制加入被保険者に対する割合は10.5%である(第3-1-1図)。

免除について年度別にその状況をみると，49年度までは逐次その数が減少してきたが，50年度より若干
増加の傾向を示している。

(4)  付加年金

付加年金は，より高い老齢年金・通算老齢年金を受けたい人のために設けられた制度で，加入者は付加
保険料を納付する必要がある。その加入は本人の任意となっているが，農業者年金基金の加入者につい
ては当然加入となっている。

54年度末における付加年金加入者数は，任意加入者が311万人，当然加入者が104万人，合計415万人で
あり，前年度に比べ2.2%の増加となっており，その増加は，主として任意加入者の増加によるものであ
る。

この付加年金加入者数は，年々増加の傾向にあり，国民年金の加入者の中でより高い年金を希望する傾
向が強まっているといえる。

(5)  給付

拠出制の年金給付には，老齢年金，通算老齢年金，障害年金，母子年金，準母子年金，遺児年金及び寡
婦年金があり，その受給状況をみると第3-1-3表のとおりである。

第3-1-3表 国民年金受給権者数及ぴ給付額の推移
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46年度から支給が開始されている老齢年金はいわゆる10年年金と呼ばれる老齢年金が中心であるが，更
に50年2月からはいわゆる5年年金と呼ばれる老齢年金，また50年7月からはいわゆる再開5年年金と呼ば
れる老齢年金の支給が開始され，受給権者は飛躍的に増加している。

これらの大半は国民年金創設時に高齢であった任意加入グループの年金である。

なお，51年4月からは制度開始時に50歳以下であった強制適用グループが65歳に達したことによって本
来年金の支給が開始されたが，今後毎年1歳ずつ強制加入グループが老齢年金受給権者に組み込まれてい
くため，年金受給権者は今後急速な増加が予想されている。

なお，年金受給権者は54年度末で約569万人で，53年度末に比べ11.1%増加しているが，その主な原因は
老齢年金受給権者数の増加である。年金給付費は，54年度末現在で1兆4，345億円で，対前年度比16.4%
の伸びとなっている。 

(6)  福祉施設

国民年金においては，本来の年金給付のほか，被保険者，被保険者であった者及び年金受給権者の福祉
の増進を図ることを目的として，全国に27か所の国.'民年金保養センターを設置しているほか，国民年金
中央会館を設置(東京都内)している。 

(7)  財政

国民年金においては，被保険者の納付する保険料のほかに，国は，年金の本来部分の給付に要する費用
の3分の1に相当する額・制度発足時に一定年齢以上であった者に対するかさ上げ部分の2分の1に相当す
る国庫負担を行うほか，保険料免除期間についてはその期間に係る給付費全額及び付加年金給付費の4分
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の1に相当する国庫負担を行うこととしている。

このように国民年金の国庫負担割合は，保険料の事業主負担に見合う部分がないこと等もあって被用者
年金よりも高くなっている。

国民年金については，今後被保険者数の増加傾向はあまり見込まれないのに対し，年金受給権者数は今
後の制度の成熟化に伴い，54年度末の約569万人に対し60年度には約1.5倍となることが予想されてい
る。

国民年金は41年度以後，賃金や生活水準の上昇に合わせ，幾度かの改定が行われその給付水準は大幅に
引き上げられてきた。

一方，40年代後半に入り老齢年金及び通算老齢年金の受給者が発生し，その後短期間に急激な増加を示
してきたことの影響により特に老齢年金の受給者が急増した50年代に入ってから国民年金の財政ひっ迫
が問題とされるに至った。このような状況の中で収支のバランスをとり，健全な財政運営を行うために
は，長期的な拠出，給付の計画に立脚し，漸進的に拠出水準を高めていくことについて国民の合意を得
る必要がある。
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第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
2  福祉年金

(1)  受給者及び年金額

福祉年金には，老齢福祉年金，障害福祉年金，母子福祉年金，準母子福祉年金がある。

これらの給付は，全額国庫負担で賄われているが，その年金額は，第3-1-4表のとおりほぼ毎年引き上げ
られている。

第3-1-4表 福祉年金額の引上げ経過
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54年9月末における老齢福祉年金の受給者数は約346万7，000人であり，これは70歳以上人口約637万
4，000人(総理府統計局推計)の約54.4%に相当している(第3-1-2図)。しかし，老齢福祉年金は，国民年
金制度創設時(36年4月1日)50歳を超えていたため拠出制度に強制加入とならなかった人に支給されるも
のであるため，その受給者数は今後減少を続け，70歳以上人口についても拠出制年金受給者の割合が増
加していくことが見込まれている。

第3-1-2図 70表以上人口と老齢福祉年金受給者数の推移
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また，障害福祉年金は，当初，視覚・聴覚障害及び肢体不自由といういわゆる外部障害のみを支給対象
としていたが，その後，支給要件の緩和や支給対象の拡大が行われ，結核や精神障害，心臓疾患，肝臓
疾患等いわゆる内部障害をその支給対象に加え，更に，事後重症制度(障害の程度が最初は軽くとも，そ
れが後に悪化したときに障害福祉年金を支給する制度)も取り入れられたので，受給者数は毎年増加
し，54年度末現在では約57万4，000人である。

母子福祉年金及び準母子福祉年金は，その役割を拠出制の母子年金及び準母子年金に譲り，既存の受給
者は，その支給要件となる子，孫又は弟妹が年齢要件に該当しなくなるため年々減少してきており，現
在では拠出年金を補完する役割を担っている。54年度末の受給者は約2，000人となっている。

なお，54年度末における福祉年金の受給者の総数は約392万人である。

(2)  支給停止

福祉年金は，全額国庫の負担によって支給するところがら，限られた財源で効果的に所得保障を図ろう
とする趣旨で，幾つかの支給制限の措置がとられている。

これを大別すれば，1)一定額以上の所得を有することによるものと，2)他の公的年金を受けることによる
ものとに二分することができる。

54年度末現在の受給権者436万人中，支給停止要件に該当し，福祉年金の支給を停止されている者は45
万人，10.3%である。

ア  所得による支給停止

受給権者本人，その配偶者又は受給権者の生計を維持する扶養義務者の前年における所得が一定の額以
上である場合，その年の8月から翌年の7月まで福祉年金の金額を支給停止することとされている。

所得による支給停止の基準額は，55年度は本人所得制限については，夫婦で年収208万円から216万
4，000円に引き上げ，配偶者及び扶養義務者所得制限の限度額については，6人世帯で年収876万円に据
え置きとした。 

イ  公的年金受給による支給停止
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厚生年金保険，恩給等の他の公的制度から年金による保障を受けている者に対しては福祉年金の支給を
停止することとされている。

公的年金受給による支給停止の基準は，厚生年金保険や普通恩給等一般の公的年金を受給している場合
と増加恩給や公務扶助料等のうち戦争公務に基づく公的年金を受給している場合とでは異なっている。
すなわち，一般の公的年金を受給している場合には，その公的年金の額が45万円(55年7月分まで41万円)
を下回るときには45万円と当該公的年金との差額が支給される。

また戦争公務に基づく公的年金を受けている場合には，その負傷し，又は死亡した当時の階級が大尉以
下の旧軍人及びこれに相当する者又はこれらの者の遺族であるときは，福祉年金の全額が支給される。 

(3)  給付費

福祉年金は，毎年4月，8月及び12月(12月については請求があった場合11月5)を支払期月として，その前
月までの分を受給権者の住所地の郵便局で支払うこととしている。

この支払に要する財源は全額国庫負担で，毎年一般会計から国民年金特別会計に繰り入れられている。

制度が発足した34年から54年度末までに約5兆595億円支払われているが，最近5年間をみると， 第3-1-5
表のとおりである。

第3-1-5表 福祉年金支払額の推移
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3  厚生年金保険

(1)  適用状況

厚生年金保険の適用事業所は，毎年度2%程度増加しており，54年度末では約94万となっている。

また，被保険者数は，54年度末では約2，471万人となっている(第3-1-6表)。

第3-1-6表 厚生年金保険適用状況の推移

(2)  標準報酬及ぴ保険料

標準報酬は，保険給付額及び保険料額の算定基礎となるものである。標準報酬月額は，被保険者の受け
る報酬の月額をもとにして決められる。54年度は，第1種被保険者20万1，333円，第2種被保険者11万
1，586円，第3種被保険者23万2，097円となり，その平均は，17万3，249円となっており，対前年度伸
び率は第1種被保険者5.6%，第2種被保険者5.9%，第3種被保険者2.5%となっている(第3-1-7表)。
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第3-1-7表 厚生年金保険標準報酬月額の推移

保険料の額は，標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されるが，この保険料率は，保険給付の予想額，
積立金の運用利子，国庫負担の予想額等に照らして少なくとも5年ごとに再計算されることになってい
る。51年に実施された再計算により，保険料率は1.5%引き上げられ，男子で9.1%，女子で7.3%とされ
ている。 

(3)  保険給付

厚生年金保険の保険給付には，年金給付として，老齢年金，通算老齢年金，特例老齢年金，障害年金，
遺族年金，通算遺族年金及び特例遺族年金があり，一時金として，障害手当金及び脱退手当金がある。

年金の受給権者数は，毎年10%以上の増加を続けており，54年度末では約420万人となっている。54年
度末の給付額は，前年度に比べ16%増加しており，約2兆9，009億円となっている(第3-1-8表)。

第3-1-8表 厚生年金保険受給権数及ぴ給付額の推移
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また，54年度末における年金受給権者1人当たりの平均年金額は物価スライドの実施等によって，前年度
に比べて約4%増加している(第3-1-9表)。

第3-1-9表 厚生年金保険受給桁者1人当たり平均年金額の推移
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ア  老齢年金

54年度末における受給権者は約183万人で，前年度に比べて12%増加している。平均年金額(月額)は8万
6，445円で，前年度に比べて5%増加している。 

イ  通算老齢年金

受給権者は，通算年金制度が創設された36年以来，毎年度著しい増加を続け，54年度末では約118万人
となっている。54年度末における平均年金額(月額)は2万4，024円で，前年度に比べ2%増加している。 

ウ  特例老齢年金

特例老齢年金は，旧陸軍共済組合等の組合員であった者について，その旧共済組合員期間も含めて受給
資格期間をみることによって支給される金年である。54年度末における受給権者は267人，平均年金額
(月額)は3万3，707円である。 

エ  障害年金
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54年度末における受給権者は約18万人で，前年度に比べて6%増加している。平均年金額(月額)は6万537
円で，前年度に比べて4%増加している。 

オ  遺族年金

54年度末における受給権者は約97万人で，前年度に比べて6%増加している。平均年金額(月額)は4万
5，079円で，前年度に比べて5%増加している。 

カ  通算遺族年金

通算遺族年金制度は，51年10月から設けられた新しい制度であり，通算老齢年金を受ける資格のある者
が死亡したときに，その遺族に支給されるものである。受給権者は，54年度末で3万5，386人である。
平均年金額(月額)は1万3,467円である。 

キ  特例遺族年金

特例遺族年金もまた，51年10月から設けられた制度であり，特例老齢年金を受ける資格のある者が死亡
したときに，その遺族に支給されるものである。 

ク  障害手当金

54年度における障害手当金の受給権者は633人で，受給権者1人当たりの平均額は107万7，393円であ
る。

ケ  脱退手当金

54年度における脱退手当金の受給権者は5，146人で毎年度減少傾向を示している。受給権者1人当たり
の平均受給額は9万1，166円である。

(4)  福祉施設

厚生年金保険においては，本来の保険給付のほか，被保険者，被保険者であった者及び年金受給者の福
祉の増進を図ることを目的として，次の福祉施設を設けている。

ア 厚生年金病院 10か所

イ 厚生年金会館 4か所

ウ 厚生年金健康文化センター 5か所

エ 厚生年金総合老人ホーム 5か所

オ 厚生年金老人ホーム 35か所

カ 厚生年金スポーツセンター 4か所

(55年7月現在)

(5)  財政
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厚生年金保険の運営に要する経費は，保険給付に要する経費と事業運営に要する事務費に大別される。
前者は，主として保険料と積立金から生じる利子収入によって賄われるが，更に20%の国庫負担があ
る。後者は，その全額が国庫負担により賄われている(第3-1-10表)。

第3-1-10表 厚生年金保険収支状況

厚生年金保険の将来の姿を見通すと，85年には，老齢年金の受給権者は，現在の5.3倍，また，年金給付
費は，今後の物価や賃金の変動を織り込まない現在価格でも約8.2倍になると見込まれる。したがって，
厚生年金保険の財政問題を考えるに当たっては，現状ばかりでなく，将来の給付費の大きさを重視しな
ければならず，長期的な展望に立った適正な負担のあり方について国民の合意を得る必要がある。 

(6)  厚生年金基金

厚生年金基金は，政府管掌の厚生年金保険の老齢年金及び通算老齢年金のうち，報酬比例部分の一部を
代行し，併せて，これを上回る年金給付を行うことを目的として企業等の事業主の発意により，厚生大
臣の認可を受けて設立される特別法人である。

基金は，従業員1，000人以上の企業が単独に，又は合わせて従業員が1，000人以上となる幾つかの企業
が共同して設立することができるが，その企業等の労使の合意が必要とされており，55年7月1日現在で
は988基金，572万人を超える加入員を擁するに至っている。

基金設立の態様をみると，988基金のうち，単独企業による単独設立が388基金で39%を占め，親企業と
子企業という二つ以上の関連企業による連合設立が364基金で37%，同種同業の多数の中小企業による総
合設立が236基金で24%となっている。

母体企業の業態別状況は第3-1-11表のとおり機械器具製造業，卸売，小売業等が多い。

第3-1-11表 企業業態別厚生年金基金設立状況
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加入員規模別にみると，5，000人未満の基金が67%，5，000人以上の基金は33%となっている( 第3-1-
12表)。

第3-1-12表 加入員規模別厚生年金基金数の推移

ア  基金の給付

基金が支給する給付には，退職を支給事由とする年金給付と，脱退又は死亡を支給事由とする一時金給
付とがある。

退職を支給事由とする年金給付は代行部分を上回るものでなければならないが，その算定方式として
は，厚生年金保険の報酬比例部分と同じ計算方式を用いて手厚い給付を行うもの(代行型)，この方式によ
るものに企業の独自性に応じた特別の額の上積みする方式を加えたもの(加算型)などがあり，第3-1-13
表にみられるとおり，最近加算型の基金が漸次増加する傾向をみせている。

第3-1-13表 制度設計タイプ別厚生年金基金数の推移
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年金給付の受給権者は，基金制度の歴史が浅いためまだ本格化はしていないが，漸次その数を増し，54
年度末では，52万人を超えるに至っている。

イ  掛金

基金の掛金の額は完全積立方式を建前として各基金ごとにそれぞれの給付に見合った掛金率が定められ
ている。なお，基金が設立された場合，代行部分に見合う保険料率(男子1，000分の30，女子1，000分
の26)相当分は，政府に納付することを免除される。掛金の額の負担割合ば事業主と加入員との折半を原
則とするが，基金の設立によって政府に納付することを免れる保険料相当額を超える部分については，
事業主の負担を増すことができることになっている。 

ウ  標準給与

基金の給付及び掛金の計算の基礎となる標準給与の決定方法等については，厚生年金保険の標準報酬の
例によることを原則としている。

エ  財政

基金の運営に要する経費は，年金給付に要する経費(年金経理)と基金の事業運営に要する経費(業務経理)
に大別される。

年金給付に要する経費は，掛金，利子収入及び年金給付に対する国庫負担(基金の年金給付のうち，代行
部分の給付について政府管掌に見合った国庫負担が行われる。)で賄われ基金の事業運営に要する経費
は，事務費掛金として全額事業主が負担するのが通例とされている。

なお，基金は，給付を将来とも賄うことができる適正な掛金が確保されているかどうかを検証し，必要
な措置を講ずるため，設立後3年を経過した年度末に第1回目の財政再計算を行い，以後5年目ごとに財政
再計算を行わなければならないことになっている。 

オ  福祉施設

基金は，加入員及び加入員であった者に対して，本来の基金の給付を補完しこれらの者の福祉の増進を
図るため，必要な福祉施設を行うことができることとされ，49年度から各基金で実施されている。 

カ  厚生年金基金連合会

基金は，その中途脱退者について1か月でも加入期間があれば年金給付を支給しなければならないが，こ
のような短期加入者(通常10年未満)に対する年金の支給を目的として，基金からその者の年金給付の現価
相当額の移管を受け，これによって承継した中途脱退者の年金給付の支給を主たる業務とするのが厚生
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年金基金連合会である。

55年5月末現在までの中途脱退者数及び現価相当額は，それれぞ781万人，3，085億円である。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
4  船員保険(年金部門)

船員保険の年金部門の給付には，老齢年金，通算老齢年金，特例老齢年金，障害年金，遺族年金，通算
遺族年金及び特例遺族年金の各種年金と，障害手当金，障害差額一時金，障害年金差額一時金，遺族一
時金，遺族年金差額一時金，行方不明手当金及び脱退手当金があり，更に，従前の規定によって支給さ
れるものとして，寡婦年金，かん夫年金及び遺児年金とがある。

なお，保険料の額は，標準報酬月額に保険料率を乗じて計算される。保険料率は，51年8月の再計算以降
1，000分の106で被保険者と船舶所有者が折半して負担する。

これらの年金部門のうち，その主なものの給付状況は，第3-1-14表，第3-1-15表のとおりである。

第3-1-14表 船員保険年金受給権者数及ぴ給付額の推移

第3-1-15表 船員保険年金種類別1人当たり平均年金額の推移
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(1)  老齢年金

54年度末における老齢年金の受給権者数は，前年度末に比べると約11.6%の増加であり，受給権者1人当
たりの平均年金額は，前年度に比べると約52%の増加となっている。 

(2)  障害年金

54年度末における障害年金の受給権者数は，前年度末に比べ，職務外の事由によるものは約2.5%，職務
上の事由によるものは約3.9%増加している。

また，受給権者1人当たりの平均年金額は，前年度に比べ，職務外の事由によるものは約4.2%，職務上の
事由によるものは約13.7%の増加となっている。 

(3)  遺族年金

54年度末における遺族年金の受給権者数は，前年度末に比べ，職務外の事由によるものは約8.0%，職務
上の事由によるものは約1.9%増加している。

また，受給権者1人当たりの平均年金額は，前年度末に比べ，職務外の事由によるものは約5.3%，職務上
の事由によるものは約13.2%の増加となっている。
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第2節  年金の各制度
5  石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金は，石炭鉱業労働者の老齢又は死亡について給付を行い，これによって石炭鉱業労働
者の生活の安定と福祉の向上に寄与し，併せて，石炭鉱業労働者の雇用の安定確保に資することを目的
として，42年10月2日に発足した。この制度は石炭鉱業の事業主が基金の会員(54年度末現在会員数19)と
なり，前年の出炭量に応じて掛金(53年度から1トン当たり70円)を全額負担することによって，抗内員，
抗外員に対して厚生年金保険の老齢年金給付とは別に，上積み給付を行うものである。54年度末現在，
抗内員数2万541人，抗外員数4，650人であり，受給権者数は抗内員老齢年金7，313人，抗外員老齢年金
3，172人である。
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6  農業者年金基金

農業者年金制度は，国民年金の給付とあいまって農業経営者の老後の生活を保障するとともに，農業経
営の近代化及び農地保有の合理化に資するという農政上の要請にこたえるため，農業者年金基金法に基
づき創設された制度で，その事業主体として45年10月1日，特殊法人農業者年金基金が発足した。基金は
農業者年金事業のほか，離農給付金支給事業，農地売買事業農地取得のための融資事業も行っている。

農業者年金の被保険者については，0.5ヘクタール(道南を除く北海道にあっては2ヘクタール)以上の農業
経営主が当然加入，0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満(道南を除く北海道にあっては1ヘクタール以上
2ヘクタール未満)の農業経営主及び当然加入者が指定する後継者が任意加入とされている。給付の種類
としては，経営移譲年金，農業者老齢年金，脱退一時金及び死亡一時金がある。

農業者年金の被保険者は，54年度末111万人となっている。

49年1月から一時金給付が，51年1月からは経営移譲年金給付が開始されているが，54年度末における経
営移譲年金の受給権者数は13万7，507人，54年度における一時金の支給件数は1万1，958件となってい
る。

なお，農業者老齢年金については56年1月に受給権者が発生することになっている。
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第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第3節  年金事業の運営
1  年金事業の主体

厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施運営は，政府管掌健康保険事業，船員保険事業及び日雇労働
者健康保険事業とともに，厚生省の外局である社会保険庁が担当している。

これらの年金事業を実施するための中央の現業機関としては，社会保険庁年金保険部業務第一課及び業
務第二課がある。

業務第一課及び業務第二課においては，厚生年金保険，国民年金及び船員保険の被保険者に関する記録
の作成，整理及び保管を行うほか，厚生年金保険の老齢年金，通算老齢年金，障害年金，遺族年金，通
算遺族年金と国民年金の老齢年金，通算老齢年金及び船員保険の年金部門の裁定事務，支払事務を行っ
ている。54年度末における被保険者記録の管理件数は1億3，753万件，54年度に行った各種年金の新規
裁定件数は125万件，支払件数は3，361万件となっており，これらの新規裁定を含めた年金の支払金額
は3兆8，897億円に達している。

これらの事務は，電子計算組織を利用し一元的に処理を行っている。

また，地方の行政機関としては，各都道府県の民生主管部に保険課(部)と国民年金課(部)が設置されてい
るほか，社会保険に関する直接の窓口としての社会保険事務所が置かれている(社会保険事務所について
は，第1編第3章第3節「医療保険事業の運営」参照)。

保険課(部)は，厚生年金保険，政府管掌健康保険，船員保険及び日雇労働者健康保険事業の管理事務と，
厚生年金基金，健康保険組合及び保険医療機関の指導監督事務を担当している。

また，国民年金課(部)は，国民年金事業の管理事務，同事業に関する市町村，事務組合の指導監督事務及
び福祉年金の現業事務を担当している。
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第3節  年金事業の運営
2  年金事業の推移

年金事業の指標ともいうべき54年度末の厚生年金保険及び国民年金の被保険者数は，それぞれ2，471万
人，2，785万人であり，50年度末と比較して，それぞれ4.5%，7.6%の伸び率で漸増している(第3-1-1
図及び第3-1-6表)。

一方，54年度末の厚生年金保険及び国民年金の拠出年金の受給権者数は，それぞれ425万人，569万人で
あり，50年度末と比較して77.7%，82.5%の著しい伸び率を示している。特に，国民年金の拠出年金につ
いてその傾向が顕著である。これに伴って年金に関する業務量は年々増大している(第3-1-3表及び第3-1-
8表)。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和55年版）



  

各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
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3  国民と年金相談

年金制度の充実とともに，国民の年金制度に対する関心と期待が高まり，年金に関する相談，照会等は
年々増加の一途をたどっている( 第3-1-16表)。

第3-1-16表 年金相談件数の推移

この年金相談は，国民の生涯設計の一助となるものであるので，第一線社会保険事務所における最も重
要な業務の一つとなっている。

このため，各社会保険事務所に専任の年金専門官を配置するほか，非常勤の社会保険相談員を活用し，
巡回相談に応じており，更に地方大都市の便利な場所に年金相談コーナーを設置するなど相談体制の整
備に努めているが，社会保険庁においても，52年4月業務課に年金相談センター(54年4月から業務第一課
中央年金相談室となっている。)を開設し，電話照会や来訪相談を集中的に処理している。

中央年金相談室及び各年金相談コーナーでは，年金に関する豊富な知識や経験を持っている相談専門の
職員が受給者記録，高齢者被保険者記録などをディスプレイ装置(窓口装置)に即時に映し出すことによっ
て，具体的な年金相談に応じている。

しかしながら，今後，年金受給者は飛躍的に増加することが見込まれており(第3-1-17表)，年金に関する
相談業務は更に増大することとなる。このため，54年度を初年度とする3か年計画で，年金相談体制の整
備をし，身近な社会保険事務所の窓口で，社会保険庁の管理する受給者記録などを即時に引き出して，
個別的，具体的な年金相談に迅速的確に応ずることができるようにすることとしている。

第3-1-17表 年金受給者の将来推移
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第1章  年金制度
第4節  年金積立金の運用
1  年金積立金の概要

年金積立金は，法律に基づいて資金運用部に預託され，郵便貯金をはじめ他の政府の特別会計の積立
金，余裕金とともに，国の財政投融資計画を通じて一元的に管理運用されている。

厚生年金保険及び国民年金の積立金(以下「年金積立金」という。)は，54年度決算後においては，26兆
7，115億円に達している。その累積状況は第3-1-18表のとおりである。

第3-1-18表 厚生年金保険、国民年金の年金積立金の累積状況

財政投融資は，年金積立金をはじめ国の管理するさまざまな資金を各般の分野に長期かっ低利で融通す
るもので，住宅建設や生活環境施設整備等国民生活に密着した部門，あるいは中小企業等に対する融資
に重点が置かれている。55年度における財政投融資計画(当初計画)は，18兆1，799億円で，政府の一般
会計歳出予算額42兆5，888億円に比べると42.7%に当たり，およそ歳出予算の半分に相当している。

財政投融資の原資見込(当初計画)は，第3-1-3図のとおりで，資金運用部資金はその総額の84.1%を占
め，また資金運用部資金のうち厚生年金保険と国民年金の預託額は，3兆3，000億円であり，資金運用部
資金の19.0%を占めている。

第3-1-3図 財政投融資原資見込み
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年金積立金は，財政投融資計画の上で特に「年金資金等」として郵便貯金等の政府資金と区別され，そ
の使途が明らかにされている。

財政投融資計画における年金資金等の使途については，国民生活の安定向上に直接役立つ(1)住宅，(2)生
活環境整備(上下水道等)，(3)厚生福祉(病院，福祉施設等)，(4)文教，(5)中小企業及び(6農林漁業の分野
(いわゆる(1)～(6)分類)にその85%程度が配分され，残る15%についても，国民生活の安定向上の基盤と
なる(7)国土保全，災害復旧，(8)道路，(9)運輸通信及び(10)地域開発の分野に配分されることになってお
り，(11)基幹産業，(12)貿易・経済協力の分野には当てられていない。

55年度の財政投融資使途別分類表は，第3-1-19表のとおりである。

第3-1-19表 財政投融資使途別分類表
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第4節  年金積立金の運用
2  年金積立金の還元融資

年金積立金の運用に当たっては，それが将来の年金給付の重要な財源として被保険者等から強制的に賦
課徴収された保険料の集積であることにかんがみ，特別な配慮を加えている。上述のとおり福祉分野へ
の重点的配分もその一つであるが，弓のほか還元融資制度として，毎年度年金積立金の資金運用部預託
増加見込額の一定割合を年金福祉事業団，地方公共団体等を通じ病院，社会福祉施設等の整備や住宅資
金の貸付けなど，被保険者等保険料拠出者の福祉向上に直接役立つ対象に運用し，それらの者の福祉の
増進と生活の向上を図り，ひいては年金制度の円滑な運営に資することとしている。

55年度における年金積立金還元融資資金計画は，第3-1-20表のとおりであるが，主要な部分を占める年
金福祉事業団及び特別地方債の概要は，次のとおりである。

第3-1-20表 年金積立金還元融資資金計画
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(1)  年金福祉事業団

ア  住宅(社宅分譲住宅等)，療養施設及び厚生福祉施設整備資金貸付け

厚生年金保険の適用事業主，船舶所有者，中小企業等協同組合，消費生活協同組合，健康保険組合，国
民健康保険組合，厚生年金基金，日本赤十字社，社会福祉法人等に対し，これらの者が被保険者の福祉
を増進するため，住宅，療養施設又は厚生福祉施設(休養施設，体育施設，教養文化施設等)を設置又は整
備する場合に融資される。
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貸付利率は，大企業事業主年9.00%，中小企業事業主その他の法人年8.50%とされている。なお，被保険
者が組織する団体等が建設する分譲住宅の融資については年5.50%とされている。

55年度の事業計画額は800億円が予定されている。

イ  被保険者住宅資金貸付け

被保険者住宅資金貸付制度は，厚生年金保険等の被保険者に対して直接還元融資の利益を及ぼすため住
宅資金の貸付けを行うものである。この制度は，1)厚生年金保険及び船員保険の場合にあっては，事業
主等を通ずる転貸又は事業主なり被保険者の組織する団体等を通ずる転貸の方式により被保険者に融資
することを原則としている。貸付限度額は，被保険者期間に応じて3年以上5年未満の場合250万円，5年
以上10年未満の場合300万円，10年以上15年未満の場合400万円，15年以上の場合550万円とされてい
る。2)国民年金の場合にあっては，住宅金融公庫を通じて被保険者に融資することとしている。貸付限
度額は，3年以上5年未満の場合120万円，5年以上15年未満の場合200万円，15年以上の場合270万円と
されている。

また，老人，心身障害者と同居する世帯に対して，一定の割増貸付制度が設けられている。

貸付利率は年6.00%(大型住宅は8.85%)とされている。また，事業計画額は，54年度3，600億円に対
し，55年度は約77%増の6，391億円が予定されている。 

ウ  年金担保小口資金貸付け

厚生年金保険，船員保険及び国民年金の年金受給者に対し，その受給権を担保として小口資金の貸付け
を行うものである。

貸付けは，一般の市中銀行等を通じて行うこととしており，貸付額は，年金額の1年半分以内の額で，か
つ，140万円を限度とし，貸付利率は年8.50%とされている。事業計画額は54年度の220億円に対し，55
年度は350億円が予定されている。 

エ  大規模年金保養基地の設置

大規模年金保養基地は，人口の老齢化が急速に進行する中で，年金生活に入った人々が単に余生を送る
だけではなく生きがいのある有意義な生活を送るのに必要な場を提供するとともに，現役の勤労者や一
般の人々の健全な余暇利用にもあわせて資することを目的とし全国に11か所(第3-1-21表)設置される。各
基地とも約330ヘクタール(100万坪)の用地に保健，保養のための施設，教養文化施設，宿泊施設等必要
な施設を総合的に整備することとしている。

55年度においては，三木，大沼の2基地をオープンし，その他の基地については，前年度に引き続き基本
計画の策定，基本設計，実施設計，測量調査等を行うとともに一部基地の建設工事を行うこととしてい
る。 

(2)  特別地方債

特別地方債は，都道府県，市町村等の地方公共団体が厚生年金保険，船員保険又は国民年金の被保険者
を中心とした地域住民の福祉向上に直接役立つ施設を整備しようとする場合に行われる融資であり，融
資対象施設は，住宅(1)厚生年金保険の適用を受ける中小企業の事業主又は船員保険の適用を受ける中小
の船舶所有者に賃貸するために地方公共団体が建設する従業員住宅，2)地域住民が老人専用居室又は障
害者居室を整備する場合の資金を地方公共団体が貸し付ける事業，3)下水道が完備している地域の既設
の便所を水洗式に改造する資金を市町村が貸し付ける事業)，病院，厚生福祉施設(老人ホーム，保育所等
の社会福祉施設，国民宿舎等の休養施設体育施設，会館等)，一般廃棄物処理施設(し尿処理施設，ごみ処
理施設，清掃運搬施設)，簡易水道，上下水道施設等である。

厚生白書（昭和55年版）



これらの融資対象事業については，毎年度所要の資金枠を確保するよう努めるとともに，融資基準の改
善を行い，内容の充実を図っている。55年度においては，厚生福祉施設整備事業について，広域レクリ
エーションセンターが新たに融資対象施設とされたほか，各事業について附帯施設の拡大並びに融資基
準単価及び融資基準面積についての所要の改善が図られている。

貸付利率は年8.50%とされている。

年金福祉事業団及び特別地方債の54年度における融資の申請及び決定の状況は，第3-1-22表 及び第3-1-
23表のとおりである。

第3-1-21表 大規模年金保養基地

第3-1-22表 年金福祉事業団の申請状況及ぴ決定状況
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第3-1-23表 特別地方債の申請状況及ぴ決定状況
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第1節  生活保護制度の現状と動向

生活保護制度は，憲法第25条の理念に基づき，何らかの原因で生活困窮に陥り自分の力では生計を維持
できない者に対して，国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに，併せてそ
の自立を助長することを目的とする制度である。

近年，年金制度等の所得保障が著しく充実されてきているが，このような中にあっても生活保護制度は
国民生活の最終的なよりどころとして重要な役割を果たしており，制度の内容面においても一般国民生
活の変化に対応して保護基準の引上げが行われるなど，その充実改善が図られている。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第2節  生活保護基準
1  生活保護基準の意義

保護基準は，生活保護制度によって保障される「健康で文化的な最低限度の生活水準」を具体的に示す
とともに，個々の世帯が保護を必要とするか否かを判定し，更に保護が必要とされた場合にどの程度の
保護を行うかを決める尺度となるものである。

この基準は，生活扶助をはじめとする七つの扶助で構成され，それらは要保護者の年齢・性・世帯構
成・所在地域等の必要な事情を考慮して厚生大臣が定めることとされている。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第2節  生活保護基準
2  生活扶助基準の改善

生活扶助基準については，従来から一般国民生活の向上の度合い等を考慮しつつ改善を図ってきてお
り，55年度においても同様の観点から対前年度当初比8.6%の引上げを行った(第3-2-1表)。

第3-2-1表 生活扶助基準額の年次推移

この改善の結果，1級地(大都市及びその周辺地域)における標準4人世帯の生活扶助基準ば54年度(当初)の
11万4，340円から12万4，173円となり月額9，833円の増額となった。一方，高齢者や傷病，障害者等
のハンディキャップを負った人々が大部分を占め，かつ家計の弾力性の乏しい少人数世帯(単身世帯～3
人世帯)についてその処遇充実を図るため，老人単身世帯(70歳男)の場合4万3，044円から4万7，309円
に，老人2人世帯(72歳男・67歳女)の場合は6万7，103円から7万3，324円に，母子3人世帯(30歳女・9歳
男・4歳女)の場合には8万5，061円から9万2，689円にそれぞれ改善を行った。

このほか，生活扶助の範ちゅうに属する基準の改善については，1)期末一時扶助を54年度の8，820円(1
級地，居宅，1人当たり)から9，500円に引き上げるとともに，入院患者日用品費，妊産婦加算，在宅患
者加算等についてもそれぞれ所要の改善を行った。2)基準生活費の一定割合の額としている老齢，母
子，障害者の各加算についても，老齢加算は54年度の1万1，700円から1万2，600円となり，母子加算，
障害者加算もそれぞれ改善された。3)一時扶助関係では入学準備に要する経費の実態を考慮して，入学
準備金を55年度は小学校入学時の場合2万7，000円に，中学校入学時の場合3万1，000円にそれぞれ引き
上げた。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第2節  生活保護基準
3  その他の扶助基準の改善

(1)  教育扶助基準

学用品等の値上り及び父兄の負担する一般世帯の児童生徒の教育費の支払状況を考慮して，基準額を小
学生1，330円から1，390円に，中学生2，670円から2，770円に引き上げた。 

(2)  出産扶助基準

55年度における出産扶助基準の改善に当たっては，出産費用の実態を考慮し，施設分べんの基準額を6万
2，000円以内から6万3，000円以内に，居宅分べんの基準額を7万2，000円以内から8万2，000円以内に
それぞれ引き上げた。

なお，基準額のほかに衛生材料費(3，000円以内)と施設分べんの場合の入院に要する必要最少限度の額
については別に支給することとしている。

(3)  生業扶助基準

生業扶助基準のうちの技能修得費は，新しく職業に就こうとする者が技能修得のために直接必要な授業
料(月謝)，教材費等の経費を必要とする場合に支給されるものであるが，この基準額を2万5，000円以内
から3万円以内に引き上げた。 

(4)  葬祭扶助基準

葬祭費用の実態に対応して基準額を8万円以内から8万5，000円以内に引き上げた。

(5)  勤労控除

勤労による収入の認定については，労働の軽重，就労日数及び収入金額に応じて一定の控除額が定めら
派いる。このうち業種別基礎控除については生活扶助基準の改定に準じて引上げを行い，この結果，1・
2級地の場合で日雇・農業等の職種は54年度1万8，330円から1万9，740円に引き上げた。このほか，収
入金額別基礎控除及び特別控除についても所要の改善を行った。更に，未成年者が就労している場合に
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適用される未成年者控除を8，000円から9，400円に引き上げた。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第2節  生活保護基準
4  具体的な生活保護基準

被保護世帯に適用される具体的な生活保護基準を標準4人世帯についてみると，生活扶助，教育扶助及び
住宅扶助に限って計上した場合，1級地で13万4，563円，3級地で10万8，208円となり，これに業種別基
礎控除を加えると1級地15万4，303円，3級地12万6，758円となる。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第3節  保護の動向

最近の保護の動向は49年度を境に被保護世帯数，被保護実人員ともに，増加傾向にあり，現在も微増傾
向が続いている。

また，被保護階層の質的変化をみると，高齢者，母子，傷病・障害者などの社会的ハンディキャップを
負った人々が年々増加している。
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各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第3節  保護の動向
1  被保護世帯数，人員及び保護率

生活保護を受けている世帯数，人員数は54年度で74万5，000世帯，143万人であり，人口1，000人当た
りの被保護人員(以下「保護率(0/00)」という。)は12.3人である。

これを53年度と比較すると世帯で6，000世帯，人員にして2，000人増加している。

世帯数は，49年度の68万9，000世帯を境として増加傾向が続いている。また，人員は38年度の174万
5，000人をピークに減少傾向を続けていたが，47年度に若干の増加がみられ，その後，49年度の131万
2，000人まで減少した。しかし，49年度後半を境として増加傾向に転じ，50年度には134万9，000
人，51年度には135万8，000人，52年度には139万3，000人，53年度には142万8，000人，54年度には
143万人と増加の傾向をみせている(第3-2-1図)。

第3-2-1図 被保護世帯数及び人口の推移

次に，地域別に保護率をみると福岡県を中心とする北九州，沖縄県地域が最も高く，関東，北陸，東
海，中部地域では保護率が低い( 第3-2-2図)。
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第3-2-2図 地域別にみた保護率
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第2章  生活保護
第3節  保護の動向
2  保護の種類別人員

保護の種類別人員をみると,54年度で生活扶助125万2，000人，住宅扶助84万8，000人，教育扶助25万
9，000人，医療扶助85万5,000人，その他の扶助5，000人となっている。生活扶助人員，住宅扶助人員
及び教育扶助人員は38年度をピークにその後減少を続けていたが，49年度を境にいずれも増加傾向にあ
る(第3-2-3図)。

第3-2-3図 扶助の種類別人員の推移

医療扶助人員の動向をみると，入院人員は39年度以降増加傾向にあったが，47年度以降20万人前後でほ
ぼ横ばい傾向にあり，54年度には19万9，000人となった。入院外人員は全体として増加傾向にあり，54
年度で65万5，000人となっている。

次に医療扶助人員を病類別にみると，最近における疾病構造の変化を反映して結核患者の減少と精神病
患者の増加が著しい。精神病患者は年々増加し54年度は医療扶助人員全体の17.0%，14万5，000人に達
している。特に，精神病による入院患者は11万8，000人と医療扶助による入院患者の59.1%を占めてい
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る(第3-2-4図)。

第3-2-4図 医療扶助人口の推移
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第3節  保護の動向
3  保護の開始・廃止原因

54年度中に保護を開始した世帯は19万世帯，人員にして38万8，000人である。この開始理由をみると，
傷病を理由とするものが70.2%を占め，稼働収入の減少を理由とするものが8.1%となっている。

次に，54年度中に保護を廃止した世帯は18万9，000世帯，人員で36万8，000人である。この廃止理由を
みると，傷病の治ゆを理由とするもの24.0%，被保護者の死亡・失そうによるもの17.8%，稼働収入の増
加によるもの19.9%となっている(第3-2-5図)。

第3-2-5図 保護の開始・廃止理由別世帯構成割合の推移
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第3節  保護の動向
4  被保護世帯の世帯類型・就業状況等

被保護世帯の世帯類型をみると，高齢者世帯，母子世帯，傷病・障害者世帯のハンディキャップを負っ
た人々が54年度には全被保護世帯の87.1%を占めている(第3-2-6図)。

第3-2-6図 世帯類型別世帯数の構成割合

次に被保護人員を年齢階級別の構成割合でみると，54年度で15歳から59歳までの稼働年齢層が
48.2%，60歳以上の高齢者層が27，7%，15歳未満の若年層が24.1%である。被保護人員に占める高齢者
層の割合は一般人口構成における60歳以上の割合12.6%を大幅に上回っている(第3-2-7図)。

第3-2-7図 一般人口と被保護人員の年齢階級別構成割合の推移
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被保護世帯の就業状況をみると，稼働世帯の減少が著しく，35年度にはその割合が55.2%であったのが
54年度には21.7%となっており，約8割が非稼働世帯で占められている。特に世帯主が働いて保護を受け
ている世帯は35年度で39.1%であったのが，54年度は15.1%と減少している。また，世帯員が働いてい
て保護を受けている世帯も35年度の16.0%から54年度には6.6%と大幅な減少を示している(第3-2-8図)。

第3-2-8図 労働力類型別世帯数構成割合の推移
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第4節  保護施設

生活保護法に基づく保護施設には，救護施設，更生施設，医療保護施設，授産施設及び宿所提供施設の5
種類がある。

保護施設の総数は54年10月1日現在344施設であり，その中で救護施設については若干増加傾向がみられ
る( 第3-2-2表)。

第3-2-2表 保護施設の推移

これは，救護施設が主として単一の障害を有する者を対象とする他種の施設に比べて，様々の条件にあ
る心身障害者を総合的に受け入れるという機能をもっており，このような施設に対するニーズが依然と
して存在していることのあらわれであると考えられる。
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各論
第3編  所得保障の充実
第3章  児童手当制度
第1節  児童手当制度の概要

児童手当制度は，児童を養育している者に対して児童手当という現金給付を行うことによって，家計に
おける児童養育費の負担を軽減して家庭生活の安定を図るとともに，次代の社会を担う児童の健全な育
成とその資質の向上に資することを目的としている。

児童手当制度は，我が国の社会保障制度の中で最も遅く，47年1月から実施に移された。支給対象となる
者は，義務教育終了前の児童を含む三人以上の児童を養育し，かつ，その所得が一定の限度額に達しな
い者である。

児童手当の手当月額は，第3子以降の児童1人につき，制度発足当初は3，000円であったが，その後の消
費者物価の上昇等にかんがみ，49年10月から4，000円に，50年10月から5，000円に引き上げられてき
た。

更に，53年10月分から，前年(1月から5月までの月分の児童手当については，前々年)の所得について市
町村民税所得割の額がない者に支給される児童手当の額が6，000円に増額され，54年の法改正によりこ
の額が同年10月分から6，500円に引き上げられた。また，53年の法改正で，政府が児童の健全な育成及
び資質の向上に資する施設(福祉施設)をすることができることとされた。

なお，児童手当制度の基本的なあり方については，52年7月より中央児童福祉審議会児童手当部会におい
て検討が開始され，55年9月に同審議会から意見具申が行われた。
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第3章  児童手当制度
第2節  児童手当制度の実施状況
(l)  児童手当の支給

54年度における支給状況は，第3-3-1表のとおりである。受給者数は55年2月末現在で被用者105万
5，500人，非被用者109万9，957人，公務員24万69人，総数239万5，526人，算定基礎児童数(児童手当
の支給の対象となる義務教育終了前の第3子以降の児童数)は，同じくそれぞれ117万7，043人，132万
4，258人，26万1，730人，総数276万3，031人となっている。54年度支給総額は，1，784億1，122万
円である。

第3-3-1表 児童手当支給状況

算定基礎児童数別の受給者数は，55年2月末現在第3-3-2表のとおりであり，算定基礎児童数が1人の受給
者が全受給者の88.0%と圧倒的に大きな割合を占めており，49年度より増加傾向にある。なお，受給者1
人当たりの算定基礎児童数は，平均1.15人となっている。

第3-3-2表 算定基礎児童数別受給者数

所得制限の限度額は，55年6月分から56年5月分までの児童手当については，6人世帯の場合(扶養親族等5

厚生白書（昭和55年版）



人の場合)，54年の給与所得者の年間収入額で497万円でる。

児童手当事業の運営については，厚生保険特別会計の中に児童手当勘定を設けて行われているが，児童
手当交付金の財源は，被用者分については事業主からの拠出金に国庫負担金を加えたものを，非被用者
分については，国庫負担金をもってこれにあて，この財源をそれぞれ被用者児童手当交付金，非被用者
児童手当交付金として児童手当の支給事務を行っている市町村に交付しているが，市町村においても国
からの交付金と都道府県の負担金に自らの負担金を加え支給費用としている。その負担割合は次のとお
りである。

なお，54年度における拠出金収入は，622億円であり，国庫負担金は，被用者児童手当財源分145億円，
非被用者児童手当財源分602億円で総額747億円となっている。

このほか，児童手当の支給事務等を行っている都道府県及び市町村に交付する事務費財源が国庫で負担
され，その額は54年度において32億円である。

事業主拠出金の54年度の徴収状況は，第3-3-3表のとおりである。また，55年度の拠出金率は，54年度と
同様1，000分の1.2となっている。

第3-3-3表 児童手当事業主拠出金徴収状況
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第3編  所得保障の充実
第3章  児童手当制度
第2節  児童手当制度の実施状況
(2)  福祉施設の実施

55年度度においては，54年度に引き続き，事業所内保育施設への助成，児童センターへの助成，国立総
合児童センター(こどもの城(仮称))の設置準備，児童福祉に関する諸事業を行うための児童福祉協力基
金，総合母子保健センターの整備等についての助成等を行うこととした。
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